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〇平成３０年７月に第１回調査を開始して以降、今回は第５回調査となるが、「子供
と向き合う時間の確保」は５３％から７１％へ、「勤務時間の意識」は６３％から  
８４％へ上昇し、全体的に教職員の意識は改善の傾向にある。 

〇しかし、「学校における働き方改革推進プラン」で定めた令和２年度の数値目標
（「子供と向き合う時間の確保」７５％以上、「勤務時間の意識」８５％以上」）は
達成できておらず、引き続き、意識改革を強く進める必要がある。 

〇部活動に従事する時間については、前回調査同様、平日、休日ともに残業時間と深
い関連が見られ、指導時間が長くなるほど時間外在校等時間が長いという傾向が
みられる。 

２ 調査結果の概要（グラフ内数値は小数点以下を四捨五入して表示しているため、合計が 100%にならない場合がある。） 

令和２年度「教職員の働き方改革に係る意識調査」の結果について【概要】 

 

                                                 令 和 ３ 年 ３ 日 ２ ９ 日 

                                                 千葉県教育庁教育振興部教職員課 

                                                 電話 ０４３－２２３－４０３６ 
  
 令和２年１２月に実施した「教職員の働き方改革に係る意識調査」の結果がまとまり 
ましたので、その概要をお知らせします。また、併せて同年１１月に実施した「教員等の
出退勤時刻実態調査」とクロス集計し、分析しましたので、その概要についてもお知らせ
します。 
この調査は、「学校における働き方改革推進プラン（令和２年３月改定）」で示した教職

員の意識に係る目標の達成状況を把握するだけでなく、教職員の総労働時間の縮減のため
に教職員の意識改革をどのように図っていくかを明らかにするために実施したものです。 

 

１ 調査方法等 

（１）調査時期  
    令和２年１２月現在の状況 
（２）調査対象校 
    県内の公立小学校３５校、中学校１５校、高等学校１５校、特別支援学校５校を

抽出し、合計７０校で実施。 
（３）調査対象教職員 
    調査対象校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、実習

助手、講師(※有効回答数 2,479名) 
（４）調査の実施方法 

①市町村立学校 
教育事務所が抽出した対象校が、対象者の個票を取りまとめて集計した後、 

各市町村教育委員会に提出し、各教育事務所を通して県教育委員会に報告する。 

②県立学校 
県教育委員会が抽出した対象校が、対象者の個票を取りまとめて集計した後、 

県教育委員会に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）調査結果の推移 

調査時期 
子供と向き合う時間を 

確保できている 
勤務時間を意識して 
勤務できている 

Ｒ２.１２月 ７１％ ８４％ 
Ｒ元.１２月 ６６％ ７５％ 
Ｒ元. ７月 ６４％ ７１％ 
Ｒ30.１２月 ５４％ ６４％ 
Ｒ30. ７月 ５３％ ６３％ 
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①確保できている 

②どちらかというと 

確保できている 

③どちらかというと 

確保できていない 

④確保できていない 

①意識できている 

②どちらかというと 

意識できている 

③どちらかというと 

意識できていない 

④意識できていない 

（２）「学校における働き方改革推進プラン」の目標達成状況  

①子供と向き合う時間が確保できている教職員の割合（※データ編Ｐ２参照） 

（※）子供と向き合う時間とは、休み時間や放課後等において、子供たちに補習したり、遊んだり、
相談にのったりする時間のことをいう。 

 
子供と向き合う時間が確保できていると肯定的な回答をした割合は７１％で 

あり、平成３０年７月調査の５３％から１８ポイント、令和元年１２月調査の  
６６％から５ポイント上昇したものの、「プラン」の目標である「７５％以上」は
達成できなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料Ａ 子供と向き合う時間が確保できている教職員の割合（全校種：全職種） 

 

②勤務時間を意識している教職員の割合（※データ編Ｐ４参照） 

 

勤務時間を意識して勤務することができていると回答した割合は８４％であり、
平成３０年７月調査の６３％から２１ポイント、令和元年１２月調査の７５％から
９ポイント上昇したものの、「プラン」の目標である「８５％以上」は達成できな 
かった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  資料Ｂ 勤務時間を意識している教職員の割合（全校種：全職種） 
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勤務時間を意識していると回答した教職員の割合について、時間外在校等時間が 
４５時間以下の教諭等は９０％（前回８８％）で、プランの目標数値（８５％）を   
上回っているが、４５～８０時間以下の教諭等は７５％（前回６８％）、８０時間を  
超える教諭等は６５％（前回４５％）に留まっている。 

前回調査に引き続き、勤務時間に対する意識が時間外在校等時間の長短に影響を 
与えている傾向がみられる。 

資料Ｃ 子供と向き合う時間が確保できている教諭等の割合と時間外在校等時間の関係 

（３）「教職員の働き方改革に係る意識調査」と「教員等の出退勤時刻実態調査」の関係 

①子供と向き合う時間の確保と時間外在校等時間の関係 
 

子供と向き合う時間が確保できていると回答した教職員の割合について、時間外
在校等時間が４５時間以下の教諭等は、プランの目標数値と同じ７５％（前回  
７６％）だが、４５～８０時間以下の教諭等は６６％（前回６１％）、８０時間を
超える教諭等は６７％（前回５５％）に留まっている。 

前回調査に引き続き、時間外在校等時間が長いことが、必ずしも子供と向き合う
時間の確保につながっていないという傾向がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②勤務時間の意識と時間外在校等時間の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

資料Ｄ 勤務時間を意識している教諭等の割合と時間外在校等時間の関係 
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時間外在校等時間が４５時間以下の部活動顧問においては、平日の部活動指導 
時間を「２時間未満」と回答した割合が８２％（前回８９％）だったのに対し、８０
時間を超える部活動顧問においては、６１％（前回５９％）に留まっている。 

前回調査同様、平日１日当たりの部活動指導時間と時間外在校等時間には関連性
が見られる。 

時間外在校等時間が４５時間以下の部活動顧問においては、休日の部活動指導 
時間を「３時間未満」と回答した割合が７６％（前回７８％）だったのに対し、８０
時間を超える部活動顧問においては、２９％（前回２２％）に留まっている。 

前回調査同様、休日１日当たりの部活動指導時間と時間外在校等時間には関連性
が見られる。 

（４）「部活動に従事する時間」と「時間外在校等時間」の関係 

①平日（１１月実績）の１日当たりの指導時間と時間外在校等時間の関係 
（※データ編Ｐ１４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ｅ 勤務時間を意識している教諭等の割合と時間外在校等時間の関係 

 

②休日（１１月実績）の１日当たりの指導時間と時間外在校等時間の関係 

（※データ編Ｐ１５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ｆ 勤務時間を意識している教諭等の割合と時間外在校等時間の関係 
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（全校種：教諭等のうち部活動顧問） 
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